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令和６年度第４０回関東シニアバドミントン選手権大会要項（江東区用）

1． 主 催 関東バドミントン連盟

2． 主 管 東京都バドミントン協会

3． 後 援 （公財）東京都スポーツ協会、

八王子市、 NPO法人八王子市スポーツ協会、

東村山市、（公財）東村山市スポーツ協会（予定）

4． 協 賛 ヨネックス（株）、（株）ラケットショップフジ、（有）ウエンブレー （予定）

５．日 時 令和６年１１月 ８日(金)～１０日(日)

開会式 １１月 ８日(金)９：１０～ エスフォルタアリーナ八王子

競技 １１月 ８日(金)９：３０～ エスフォルタアリーナ八王子

※試合数の少ない種目は、決勝・表彰まで行います。

１１月 ９日(土)９：００～ エスフォルタアリーナ八王子

※試合数の少ない種目は、決勝・表彰まで行います。

９：３０～ 東村山市民スポーツセンター

※試合数の少ない種目は、決勝・表彰まで行います。

１１月１０日(日)９：００～ エスフォルタアリーナ八王子

※単・複（男子・女子 全種別 準決勝・決勝・表彰）

※閉会式は行わず、終了した種目から順次表彰式を行う。

※種目別競技会場並びに組合せ、タイムテーブルについては、東京都バドミントン

協会 大会HPに掲載する。

６．会 場 エスフォルタアリーナ八王子

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1453番の1 TEL 042-662-4880

注）公共交通機関をご利用ください。

近隣商業施設の駐車を禁止とします。

東村山市民スポーツセンター

〒189-0003 東京都東村山市久米川町3-30-5 TEL 042-393-9222

注）公共交通機関を必ずご利用ください。

東村山市民スポーツセンターは選手・応援者の駐車禁止とします。

近隣商業施設の駐車を禁止とします。

近隣徒歩圏内コインパーキングは、ありません。
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７．種 目

・３０歳以上男女シングルス・３０歳以上男女ダブルス

・３５歳以上男女シングルス・３５歳以上男女ダブルス

・４０歳以上男女シングルス・４０歳以上男女ダブルス

・４５歳以上男女シングルス・４５歳以上男女ダブルス

・５０歳以上男女シングルス・５０歳以上男女ダブルス

・５５歳以上男女シングルス・５５歳以上男女ダブルス

・６０歳以上男女シングルス・６０歳以上男女ダブルス

・６５歳以上男女シングルス・６５歳以上男女ダブルス

・７０歳以上男女シングルス・７０歳以上男女ダブルス

・７５歳以上男女シングルス・７５歳以上男女ダブルス

・８０歳以上男女シングルス・８０歳以上男女ダブルス

※上記年齢は、令和 ６年 4月 1日現在のものとする。

８．競技規則 令和６年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、大会運営規程、

公認審判員規程による。

９．競技方法 各種目ともトーナメント戦とし、３位決定戦は行わない。

10．使用される用器具

令和６年度(公財)日本バドミントン協会検定・審査用器具及び第１種検定合格球

を使用する。

11．参加資格 令和６年度(公財)日本バドミントン協会及び各都県バドミントン協会に登録を完了

した者。

12,組合せ 組合せは、関東連盟選出競技役員長(レフェリー)もしくは競技審判部長(デビュテ

ィーレフェリー)の立会の下、主管団体役員及び各都県代表者との間で厳正に行

う。

13．参加料 各種目とも１人１種目５,０００円とする。(ダブルスは１組１０,０００円)

【銀行名】みずほ銀行 深川支店

【口座番号】（普通）１４７６５８４

【口座名義】江東区バドミントン協会

14．申込締切日 令和６年８月２２日（木）※江東区の締切です

※申込は上部大会用の申込用紙で、締切日までに下記へメールをお願いいたします。

東京都事務局エントリー専用：tokyo-entry@kotoku-badminton.com
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15．表 彰 各種目とも第３位までに、賞状とメダルを授与する。

16．服 装 (公財)日本バドミントン協会の審査合格品とし、背面に漢字で都県名を必ず

明示すること。

(縦１５ cm×横３０ cm程度)なお、文字の大きさについては、

(公財)日本バドミントン協会大会運営規程第２４条に準ずるものとする。）

【例】

東京

17．審 判 主審は東京都バドミントン協会で行い、線審は敗者審判制にて行う。

18．個人情報の取り扱いについて

本大会の申込みに関する個人情報は、大会の運営のみに使用します。

また、大会結果及び入賞者の写真を報道機関に通知し、ホームページ等に

掲載することがあります。

19．その他

(1)開会式には、各都県とも 5名以上参加すること。

(2)参加選手名については、東京都バドミントン協会ホームページに

令和６年９月１３日(金)～２４日(火)まで掲載しますので確認してください。

(3)スポーツ傷害保険には加入しております。負傷者の応急処置はしますが、

その後は自己責任とします。

(4)組合せは、令和 ６ 年 １ ０ 月 １ ３ 日(日)１ ３ ： ０ ０ から、千代田区立スポーツ

センター

会議室で行います。


